
長崎市では、令和8年4月1日から施設等利用料金改定及び貸出時間の見直しを行
います。今後も施設を維持していくため、適正な利用者負担となるように見なし
を行っていますので、御理解の程よろしくお願いいたします。
○令和8年4月1日からの利用料金及び貸出時間の変更は、令和8年4月1日以降に利
用申請を提出された分から適用いたします。

○スポーツ施設については、1時間単位での貸出となりますが、1時間単位での予
約だけでなく、2時間の一括予約もできることとしておりますので、2時間単位
で利用される方は、一括予約することができます。。

申請時期 申請内容 料金区分

令和8年3月1日
～令和8年3月31

日

・4月の利用申込（抽選申込） 旧料金（改正前の金額）

令和8年4月1日～ ・4月の利用申込（空いている時間
を抽選確定後に利用する場合）

・5月の利用申込（抽選申込）

新料金（改正後の金額）
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